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収用委は直ちに中断・凍結を !-9月 19日審理で抗議 0退場

ｏ
た

К

と

た

的

を

ｏ
は

Ｆ

バ
こ

」
ｏヽフ
冊
製
ま
榊
遊
‐る。
れ
は
は
　
委
ｏ
Ｃ

審
理
の
中
断
を

地
権
者
ら
要
請

徳
山
ダ
ム
巡
り
県
収

用
委

藤
橋
村

で
水
資
源
開
発
公
団

が
建
設
を
進
め
る
徳
山
ダ
ム
の

禾
買
収
地
を
め
ぐ
り

、
県
収
用

委
員
会

（端

元
博
保
会
長
）
は

十
九
日
、
建
設
反
対
グ

ル
ー
．ブ

の
メ
ン
バ
ー
ら
が
権
利
を
持

つ

共
有
地
〇

・
五
診
に

つ
い

て
第

四
回
審
理
を
開
い
た

。
反
対
運

動
の
象
徴
的
な
土
地
だ
が

、
冒

頭

か

ら

公

団

側

と

対

立

が

続

き

、
実
質
的
話
し
合
い
が
な
い

ま
ま
終
わ

っ
た
＾
反
対
派
は
次

回
以
降
は
欠
席
す
る
意
思
を
示

し
た
。

審
理
に
は
公
団
関
係
者
一と
地

権
者
で
あ
る

「
徳

幽
ダ

ム
建
設

甲
上
を
求
め
る
会

」

（
上

田
武

夫
代
表
）
の
メ
ン
バ
ー
ら
そ
れ

ぞ
れ
約

二
十
人
が
出

席
し
た

。

「
求
め
る
会

」
事
務
局
の
近

藤
ゆ
り
子
さ
ん
は
、
建
設
大
臣

の
車
・実
認
定
取
り
消
し
を
求

め

て
岐
皇
地
裁

で
争

っ
て
い
る
こ

と
を
挙
げ
、
　

一判
決
が
出
る
ま

で
は
蕃
理
を
中
断
し
て
く

れ
と

一言

っ
て
い
る

」
と
話
し

、
審
理

そ
の
も
の
の
凍
結
を
求
め
た
。

委
員
ら
は
十
分
ほ
ど
話
し
合

っ
た
が

、
端
元
会
長
は

「
土
地

収

用
法
や
行
政
手
続
法
に

『
中

断

』

の

規

定

は

な

い

」
と

し

て
、
今
後
も
審
理
を
続
け
る
こ

と
を
告
げ
た
。
地
権
者
ら
は
ｉ

議
し
て
席
を
立

っ
た
。

9/20
朝日新聞

水 源 転 換 ・ ダ イ オ キ シ ン問 題 一大垣市、岐阜県に要請書を提出

大垣市には 8月 28日 (8名 参加 )、 岐阜県には 9月 19日 (14名参加)に 、およそ

以下のような内容の要請書を提出し、担当者 と話 し合 った。

l.こ の地域で徳山ダムの水へと水源転換を行 うことは、住民に多大な負担を負わ

せることになるのみならず、健康まで脅かされる。 この地域の水道水源 として今の

地下水源を守 り、揖斐川の表流水への水源転換はしない、 と表明すること。

2 それが当面不可能なら、水利権負担額 と追加投資額及びその各市町の負担分を

明らかにし、水源転換による住民負担の大きさを示 して、住民の賛否を問 うこと。

3.水源転換の有無にかかわ らず、揖斐川のダイオキシン汚染について ①発生源

の特定 ②汚染の実態把握 ③新たな発生の防止 と汚染除去対策の策定 を行い、

すみやか住民に知 らせること

｀
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話 し合いの席で、岐阜県側は「環境保全 =地盤沈下対策のために水源転換は必要Jと 繰

り返 した (さ すがに水が足 りないから、とは強調 しない、できない)。 その理由として「9

8-99年 に lcmの 地盤沈下があった」 (こ の時期の詳 しいデータは未発表)「羽島市

小藪で大きな沈下があった」という。 しか し地下水位はこのところず っと上がってきてい

るから、仮に一部地域で地盤沈下があったとしても、地下水汲み上げとは無関係である (村

瀬惣一さんの調べでは、「沈下」が報告 されているのは道路や鉄道などの沿線のみ)。 ま

た地下水規制を実効性あるものとしたいのなら、水道の 3倍 を使 っている工場の地下水汲

み上げ規制が先のはずだが、岐阜県は何の対策 も行おうとは していない (工業用水の回収

率の全国平均は78%で あるのに対 して、西濃地域では30%台 。ちょっとした 「指導 J

で大幅に汲み上げ量を減 らす ことができるはず )。 「地盤沈下対策 としての地下水規制が

必要。だから水源転換をする」 というのがこじつけであることは明白である。

また、揖斐川はきわめてダイオキシン濃度が高いことの問題については「国の基準を下

回っているのだか ら問題ない。基準を超えない限 り何 もしない。」というのみ。「ダイオ

キシンは微粒子に付着するものだから沈殿で除去できる。源水のダイオキシン濃度が高 く

ても大丈夫」という認識に至 っては何をかいわんや。

「なんで今の安 くておい しい水を捨てて、高いお金を払 って危険な水を飲まなくてはな

らないのか ?」  この基本的な疑間に対す るまともな回答は何一つなかった。

タイオキシン
検出の揖斐川

「水
道
水
源
に
す
る
な
」

聞
Ｍ
襲
大
垣
市
に
申
し
入
れ

シ
聟

ａ
曰

ヽ
領
間
が

出
た

。

こ
れ
に
対

し

、
水
道

課
の
大

衆
幸

男
課
長
は

「
将
来

、
十

分

地

下
水

を
取
水

で
き
な

く
な

る

可
能
性

も

あ
る

の

で
、
水
利
権

を
確
保

す

る
必
要

が
あ

ろ
う
か

と

思

わ

れ

る

」

と

答

え

た

。

”
為
「

加
判
Ｂ

藤
橋
村

で
水

資
源
開

発

公
団

が
建
設
を
進
め

る
徳
山
ダ

ム
に

つ
い

て

、
住
民
グ

ル
ー
プ

「
徳

山

ダ

ム

建

設

中

止

を

求

め

る

会

」

（
Ｌ

円
武
夫

代
表

）
‘，ま
二

十
八
日

、
大
垣

市
の
担

当
者
ら

と
利
水

而
を
話
し
合

っ
た

。
辻

設
省
の
調
査

で
指
斐
川

か
ら
猛

所
の
ダ

イ
オ
キ

シ

ン
類
が
高

い

数

仙

で

検

出

さ

れ

た

こ

と

か

ら

、

「
求
め

る
会

」
は

「
地
下

水

か
ら
指
斐
川

の
表
流
水

に
水

源
転
換

す
れ
ば

、
市
民

に
大
き

な
負
担

を
背
負

わ

せ

、
市

民

の

生

命
や
財

吼
も
危

う
く
す

る

」

と
訴
え

た

。
し

か

し

、
市

側
は

「
ダ
イ

オ
キ

シ

ン
は
沈
殴

さ
せ

れ
ば
処

理
し
や
す
い

」
と
答

え

た

。
求

め

る
会

は

「
認
識
が
け

い

」
と

反
発
し

て
い
る
。

「
求

め

る
会

」
は
八
人
が
参

加

、
揖

斐
川
の
ダ
イ
オ
キ

シ
ン

類

の
発

生
源
の
特
定
や
汚
染

の

実

態
把

握
な
ど

を
小
倉
満
市
長

に

求

め

る

要

請

書

も

提

出

し

た

。大

垣
市
の
上
水
道
第

四
次
変

更
計
画

は
約

面
七
十

七
億

円
の

工
事
資

を
か
け

、　
一
九
九

四
笠

度
か
ら

配
水

管
を
敷

設

、
更
新

し
た
り

、
水
源
地

の
井
戸
を
新

設
し
た

り
し

て
い
る

。
進

ち

ょ

く
率
は

四
〇

％
と
い
う

。

こ
の
計
画

に
対

し

、

「
求
め

る
会

」
か
ら

「
ば
く
大

な
予
算

を

か
け

て
給
水
人

口
を
増

や
す

の
に

、
徳
山
ダ

ム
の
水

は
必

要

な
い
の

で
は
な
い
か

」
と
い
う

徳
山
ダ
ム
の
水
で
応
酬

麓
腱

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
や
利
水

「
地

下
水

を

取
水

で
き
な

く
な

る
要

因
は
何
か

」
と
い
う
質
問

に
は

即
答

で
き
ず

、
　

百
本
体
的

に
ど

う

こ
う
い
う

こ
と

で
は
な

く

、
様
々
な
裂
境

の
変
化

一
と

答

え
る
に
と
ど

ま

っ
た

。

ま

た

、
ダ
イ
オ

キ

シ

ン
類
が

海
汁

‐―ＩＪ
の
揖
斐
川
福

岡
大
橋
付

近
の
底

Ｈ

で
九

九
年
秋

、　
一
″
ラ

あ
た
り

十
九
ギ

グ

ラ
ム
と
い
う

全

国
的

に
も
高

い
値
が

検
出
さ

れ
た

こ
と

に

つ
い

て
、

「
求

め

る
会

」
か
ら

一
ど

こ
が

汚
染
源

か
特
定

で
き
な

い

の
に
有
害

な

揖
斐
川
の
水
を
飲
む
計
画
に
は

強
い
疑
間
と
懸
念
を
抱
く
」
と

い
う
意
見
が
あ

っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
環
境
術
生
課

の
小
倉
竹
治
郎
課
長
は

「ダ
イ

オ
キ

シ
ン
は
泥
に
付

着

す
る
と

い
う
形

で
出
て
く
る

こ
と
が
予

想

さ
れ

、
□
形
な

の

で
沈
殿

さ

せ

れ
ば
処

理
し
や

す
い

」
と

一

般

論

で

答

え

た

。

ま

た

、

検

出

結

果

が

「
高

濃

度

」

で

は

な

い

と

い

う

認

識

も

示

し

た

。メ

ン
バ

ー
か
ら

は

「
認
識
が

甘
い

」

「
楽

観
的

す
ぎ

る

」
と

い
う
反
論
が
相
次

い
だ

。 ヘ

2



反
対
市

民
、
県

収
用
委
に
反
発

徳

山

ダ

ム

建

設

藤
橋
村
に
建
設
さ

れ
て
い
る

徳
山
ダ

ム
の

土
地

収
用
を
め
ぐ

り
、
ト
ラ

ス
ト
運
動
を
続
け

て

い
る
市
民
グ

ル
ー
プ

「
徳
山
ダ

ム
建
設
中
止
を
文
め

る
会

六
上

日
武
夫
代

表
）
の
所
有
地
を

対

象
に
し
た
県
収
用
委
員
会

（
端

元
博

保
会
長
）
が
１９
日
、
岐
阜

市
内

で
開
か
れ
た
ｃ
水
資
源
開

発
公

団
職
員
Ｈ
人
と

同
会
の
メ

ン

バ
１
１４
人
が
出

席
。
市
民
グ

ル
ー
プ
側
は
同
委
員
会
の
中
断

を
求
め
た
が

、
受
け
入
れ
ら

れ

な
か

っ
た
た
め
、
今
後
の
委
員

会
に
出

席
し
な
い
こ
と
を
決
め

一た
。審

理

で
は
、
グ
ル
ー
プ

側
が

事
業
者
の
公

団
側
に
対
し
、
徳

山
ダ

ム
の
利
水
、
治
水
、
現
境

面
な
ど

に

つ
い
て
賃
間
ｃ
公

団

側
は

「
収

用
委
員
会

」墜

¨
し
合

う
場

で
は
な

い
」
と
し

て
回
答

し
な
か

っ
た
。
こ
の
た
め
グ
ル

ー

フ^
側
は
、
係

争
中
の
徳
山
ダ

ム
の
事
業
認
定

取
り
消
し
を
求

め
る
訴
訟
に
触
れ

、

「
裁
判
で

は

っ
き
り
す
る
ま
で
収
用
委
員

会
は

中
断

す
べ
き
だ
」
と

要
望

し

た

」^
同
委
員
会

で
は
協

議
の

う
え
、
　
一
土
地
収
用
法
に
は
中

断
の
規
定
は
な
い
」
と
し

て
続

行
を
決
め
た
た
め
、
グ
ル
ー
プ

員
は
今
後
の
収
用
委
員
会
に
出

席
し
な
い
と

反
発
し

た
ｃ

上

匿
代
表
は

「
疑
間
に
答
え

貴重な徳山の自然
前号 (34号 )に も載せましたが (公 団の発表前なの

で場所等が特定 されないようにぼやか しました)8月 2

0日 の朝、キャンプでの朝食後のくつろいだ時間に、イ

ヌワシの幼鳥を じっくり観察できま した。ダムが完成 し、

門入の近 くまで水没 したら「幼鳥の行動圏では自然改変

は しない」 としている指針はどうなるので しょう?

10月 1日 には、やは り門入で、クマタカを見ました。

大型猛禽類以外の絶滅危惧種 も数多 く確認されていま

す。それでも「法の適用以前の計画だから」 と環境アセ

スメン トも行わないで工事を進めて しまうことを容認す

る環境行政 とはいったい何なので しょう ?

ら
れ
な
い
な
ら
収

用
一蚕
員
会

で

話
し
合

フヽ
必
要
は
な

い
」
と
話

し

て
い
る
。

同
委
員
会
で
は
今

後
、
当

事
者
か
ら
の
意

見
が
出

な

け
れ
ば
審
理
を
終
結
し
、

収

用
裁
決
を

取
る
こ
と
に
な
る
ｃ

グ

ル

ー

プ

Ｑ

は

裁

決

が

出

次

第
、
収
用
委
員
会
に
対
し

て
取

り
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
起
こ

一，
一カ
一
刈
。

ま
た
、
同
グ

ル
ー
プ

は
こ
の

日
、

「
徳
山
ダ
ム
か
ら

得
ら
れ

る
揖
斐
川
表
流
水
は
、
ダ
イ
オ

キ
シ
ン
汚
染
の
心

配
が
あ
る
」

と
し

て
、
梶
原
拓
知

事
に
対
し
、

芙
悪
の
把
握
や
住

民

へ
の
説
明

な
ど
を
求
め

る
要
望

書
を
出
し

」
に
Ｃ
県
水
資
源
課
な
ど
に
対
し
、

ダ
ム
か
ら
の

水
道
水
需
給
予
測

や
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
対
策
に

つ
い

て
も
質
問
し
た
ｃ
県
側
は
　
ダ

イ
オ
キ
シ
ン
演

度
の
測
定
平
均

値
は
環
境
基
準
を
下
回

っ
て
い

る
の
で
問
題
な
い
」
な
ど
と
口

答
し
た
。

【
五
味
　
香
織
】

↑ 9/20 毎日新聞

9/7
中日新聞 ↓

10//5
中 日新 聞

→

環イ恵

曇夢
委ム

保
護
へ

さ
ら
に
調
査

一̈̈一一一一一一一̈一̈一̈一一一一一一一̈̈
一̈一̈一̈一一一一一一一̈

絶
滅
危
ぐ
コ
ウ
モ
リ
を
確
認

ド
リ

ス
ト
に
掲
載
し

て
い
る
絶

減
危
ぐ
種

の
ク

ロ
ホ
オ
ヒ
ケ

コ

ウ
モ
リ
、
モ
リ

ア
プ
ラ

コ
ウ
モ

リ
、

カ
グ
ヤ

コ
ウ
モ
リ
、

ヨ

プ

ン

グ

コ
ウ

モ

リ

。

公

団

は

今

後
、

こ
れ
ら
の

コ
ウ

モ
リ
の
保

護
を

図
る
た
め
の
調
査
を
進
め

て
い
く
と
い
う
。

ワ
シ
タ
カ
類
幼
鳥
３
羽

徳
山
ダ
ム
周
辺
で
確
認

水
資
源
公
団

岐
阜

県
豪
橋
村

で
徳
山
ダ

ム

建
設
を
進
め
る
水
資
源
開
発
公

団
は
六

日
、

工
事

予
定
地

周
辺

で
実

施
し
た
本
年

度
の

ワ
シ
タ

カ
類
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
調
査

で
、

一
イ
ヌ
ワ
シ
の
幼
鳥

二
羽
、
ク

マ
タ
カ
の
幼
鳥

一
羽
を
確
認
し

た

一
な
ど
と
発
表
し
た

）^
公
団

は
今
回
の
モ

ニ
タ
リ

ン
グ
調
査

の
結
果
と
、
進
行
中
の

工
事
と

の
関
連
性

に

つ
い
て
は
明
確
な

言
及
を
避
け
た
。

調
査
対
象
は
事
業

で
影
響
を

受
け
る
可
能
性
が
あ
る
イ
ヌ
ワ

シ

ニ
つ
が

い
、

ク

マ
タ
カ
九

つ

が

い
。
確
認
し
た
イ

ヌ
ワ
シ
の

幼
鳥
の
う
ち

一
羽
は
昨
年

に
生

ま
れ

て
い
た

可
能
性

も
あ
る
と

し
て
い
る

）^

イ

ヌ

ヮ
シ
の
幼

鳥
は
、　
一
九

九
七
年

度
調
査

で

一
羽
を
確
認

し

て
以
来

）^
公
団
は
今
回
の
幼

鳥

確
認
を

一
朗
報

」
と
受
け
止

め

て
い
る
．）

ま
た
、

ク

マ
タ
カ
の
幼
鳥
は

九
六
年
度
調
査

で
三
羽
、
九
七

年
度
と
九
九
年
度

の
調

査
で
も

一
羽
ず

つ
確
認
。
今
回

の

一
羽

確
認
と

い
う
調
査
結
果

の
評
価

に

つ
い

て

公

団

中

部

支

社

は

「
明

確
な

コ
メ

ン
ト
は
出
し
に

く

い

」

（
特

定

事

業

グ

ル

ー

プ
）
と
し

て
い
る
。

今
回
は
ク

マ
タ

カ
の
調
査
中

に

オ
オ
タ
カ
の
幼
鳥

二
羽
も

確

認
し
た
。
公
団
は
予
定
地
周
辺

で
オ
オ
タ
カ
が
生
息
し

て
い
る

こ
と
は
把
握
し

て
い
た
が
、
幼

鳥
の
確
認
は
初
め

て
と
い
う
こ
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疲鷺クダ ム カ鯛り 第 8回 口頭弁論 (9/13)報 告
◎住民訴訟

被告側 :資料については、争点整理をしていただいた上で出すものは出す
原告側 :第 6準備書面で長良川河口堰三重訴訟の名古屋高裁判決を引用

被告資料には中間集計資料はないかどうかを確認
そもそも一般会計から出す根拠があるのか
証拠の目的と必要にずれがある

裁判長 :だ いたい争点が出てきたので争点整理 したい
<11月 1日 、 12月 6日 午後 1時半～>

◎行政訴訟

被告側 :第 7準備書面、第 8準備書面
原告側 :求釈明書はフルプランとの関係を聞いている

事業認定はいったい何に基づいているのか

富田 (水公団職員)資料と事業認定申請時資料との関係はどうなっているのか
被告側 :フ ルプランは直接には事業認定の対象に していない

富田資料は事業認定申請時資料 に基づいて作成 した
元の資料はあるので提出せよという指示があれば出す
フルプランから 10年経過 してどうなのかが必要
事業認定時に出 している資料があれば比較対照 したい
フルプラン時資料 と事業認定時資料 を出 してほしい
フルプラン時については関係がない

元資料については検討させていただ く

事業認定申請時における利水に関す る資料いっさいを出 してほしい
検討 していただ く

フルプラン時は国土庁になる

証人は原告側申請 3人 と被告側 申請 3人 でよいか
富田は資料整理 しただけで、認定庁 ・山崎房長証人で確かめたい
まとめただけといっても、合理性が必要

岐阜県・山崎和久証人だけか、愛知県、名古屋市は ?

岐阜県だけである (注 :愛知県、名古屋市には拒否 された可能性あ り)

陳述書 と証拠の状況で 12月 6日 の持ち方をどうするか

原告側

裁判長

原告側

被告側

原告側

被告側

裁判長

被告側

原告側

被告側

裁判長

原告側 :レ ジュメ程度は出せ るようにしたい

被告側 :山崎房長は9月 中に陳述書を出す
裁判長 :次 回は弁論準備的に行いたい

証拠調べに入る予定 <1月 17日 、 2月 21日  いずれも午前&午後>
(以上 まとめ  三浦 真智)

これからいよいよ本番 !長時間審理 (証人尋問)の 日程 も組まれました。是非傍聴を !

住民訴訟 :11月 1日 (水)13時 30分 準備手続 (ラ ウン ドテーブル )

12月 6日 (水 )13時 30分  口頭弁論
行政訴訟 :12月 6日 (水 )13時 30分  口頭弁論

1月 17日 (水 )10時 (～ 16時 ) 口頭弁論 (証拠調べ )

2月 21日 (水 )10時 (～ 16時 ) 口頭弁論 (証拠調べ )

「やめよ !徳山ダム」 徳山ダム建設中止を求める会 代表 :上田武夫
編集責任 :近藤ゆり子   事務局 大垣市田町1-20-1
‐ L″AX 0584-78-4119  EInail:tOkuyama@geOcitics.co」 p
lIRL:http:〃www.geocities.co.jp/WallStreet/1214/

郵便振替 :00800_7-31632   年会費 2000円
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